
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     組合では、１０月～１１月を組織拡大月間として、仲間の輪を広げていきます。 

   建設業で働く方ならどなたでも加入できます。他国保にはない、有利な制度も盛りだくさんです。 

 紹介して頂いた方に５，０００円のＱＵＯカードを差し上げていますが、拡大月間中は更に１，０００円 

 のＱＵＯカードがプラスされます！ 

  建設国保を知らない方へ積極的に声を掛けていただき、多くの方の加入をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

上小建設労働組合 

上田市国分７４１－７ 

０２６８－２２－２３６２ 

Home Page: http://www.e-kumiai.jp/ 

  

 

 

 

 真田一族の勇姿を描いた大迫力の扇大燈籠を上田市中心市街地で曳航する「信州上田 日本一の秋

まつり 真田幸村公出陣 ねぷた」が９月８日に開かれました。当日雨が心配されましたが、大小８

基のねぷたや、総勢 3,000人を超えるパワーで盛大に行うことができました。 

 今年は上田駅お城口から原町までを練り歩き、甲冑隊、鉄砲隊、太鼓なども加わり賑わいました。 

ご協力頂きました支部長さんはじめ、参加して下さった組合員の皆様ご苦労様でした。 

                        日 時  １０月２８日 日曜日 

                             午前８：３０ 

                             東御市グランド 

 

日頃の運動不足解消の為に、支部単位でチームを作り、いい汗をかきましょう！ 詳細は各支部長へ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  安全パトロール 

  １０月２５日木曜日の午後より、執行委員 

 の方々が、上小管内 を４つのグループに分 

 かれ、建設現場の安全パトロールに出掛けま 

 す。各現場の生理整頓・安全・労災保険への 

 加入等の呼び掛けを致します。 

 よろしくお願いします。 

 

 講習会案内 

    足場組立等作業主任者講習        地山掘削及び土止め支保工作業主任者講習会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 組合では、国保組合への特別助成増額に向

けて、組合員一人ひとりの声を国へ届けるこ

とを目的に毎年実施しています。 

 この補助金は長建国保の財政の半分を占

めています。補助金が減額されてしまうと、

保険料の値上げになります。厚労省の事業仕

訳でも国保組合の補助金見直しが行われる

中、例年通りに補助金を確保する為、皆さん

の声が必要とされます。 

 このはがきは１枚１枚確認して、厚労省へ

直接送付されている大切なハガキです。 

 １組合員さん４枚、同じ名前でけっこうで

すので、必ず手書きでお願いします。 

 補助金確保の為、組合員全員の方の提出を

お願いします。 

  

 

 

 全労済のマイカー共済加入者の皆様、今年１２

月より制度改定が行われます。 

１．共済掛け金の改定 

【基本補償】 

 軽四輪乗用車 ⇒ 共済金の引上げ 

 上記以外 ⇒ 契約条件によって 

       引上げ・引下げあり 

【車両損害補償】 

 オールリスク ⇒ 共済金の引上げ 

 エコノミー  ⇒ 共済金の引上げ 

【各種特約】 

 弁護士費用特約 ⇒ 共済金の引下げ 

 自転車賠償特約 ⇒ 共済金の引下げ 

２．地震・噴火・津波に関する 

  車両全損一時金補償特約の新設 

３．割引きに関する改定 

【新車割引】 

 軽四輪乗用車に新車割引き３％ 

【ハイブリッド車割引】 

 液化石油ガス（ＬＰG）を加える 

 割引率を５％から７％に拡大 

【福祉車両割引】 

 割引率を５％から７％に拡大 

４．等級減算ルールの改定 

 等級すえおき扱い事故 ⇒ １等級減算 

 等級にかかわらず１事故３等級減算 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年もインフルエンザの季節となりました。皆さん準備は大丈夫ですか？ 

建設国保では今年度も被保険者全員に対し、インフルエンザ予防接種費用の補助を行なっています。

補助額は一人につき上限 3,000円までの実費で、補助は１年度内１回となります。 

 申請には、申請書と医療機関が発行する領収書の写し（接種者氏名、接種日、接種費用、医療機関

名が明記されているもの）を組合へご提出ください。申請書は添付しましたインフルエンザチラシの

裏面にあります。また組合ホームページよりダウンロードすることができます。 

FAXでの受付は、お受け出来ません。補助金は後日、建設国保から各個人の登録口座へ振込みとな

ります。（振込手数料は組合員負担となります。） 

 なお、予防接種を受けたら、できるだけ年度内に申請するようにしましょう。また、申請の際、 

レシートではなく上記内容がはっきりとわかる領収書の提出をお願いします。 

（印字が薄かったり、接種者名や内訳などが判らないことが多いため。） 

  

   申請前にご確認を・・・ 

    ●領収書に 受けた人の氏名 受けた日 費用額 医療機関名  

                        がはっきりと記載されていますか？ 
 

どれか一つでも漏れがある場合は、申請を受け付けられません！ 

医療機関にて訂正または再発行してもらって下さい。 

 

 

 

１０月１日より建設国保保険証が更新となっています。新しい保険証を９月１２日に発送いたしま

した。簡易書留郵便にて送付していますので、ご不在等により期限までに受け取りがなかった方の保

険証が、組合へ返送されてきています。該当の方は、早めに組合窓口にてお受け取りをお願いします。

受取りの際には身分証明書をご提示いただきますので、運転免許証等をご持参下さい。 

また、古い保険証は回収しませんので、各自で処分をお願いします。老人医療受給者証（建設国保

発行のもの）は回収しますので、同封の返信用封筒にてご返送下さい。 

 

☆保険証のカバーが入っています！ 

 保険証が薄くて、すぐヨレヨレになってしまうという声により、今回も保険証のカバーをお送りし

ました。1つの保険証に 1個のカバーとなっております。数が違った場合、組合までご連絡下さい。 

今回も保険証の封筒の中にカバーが入っています。 

 

☆保険証の紛失にご注意を！ 

 保険証がカードになり、サイズの縮小・１世帯あたりの枚数の増加により紛失の危険性が以前より

も増しています。紛失には充分ご注意下さい。 



 

 

                         

 

 

 

 

  ９月２日、今回もロープーウェイ代も含め 3,980円と格安の為、組合員さん総勢６７名の参加を 

 頂きました。上田は朝から曇っていて、昼からは雨が降り始めましたが、岐阜県側はお天気も良く、 

 絶景を眺める事が出来ました。上高地は混んでいた為、バスを途中で降り、大正池まで歩いて散策 

 することができ、綺麗な景色を眺めながらの散策は、心と体ともにリフレッシュすることができ、 

 とても良い旅となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付時間  午前 9時～１１時  

受診時間は申込順です。 

指定時間は厳守して下さい。   
   

検 診 料    

 

 

      

前立腺 １，６５０円 （50歳以上 650円） 

     石 綿 １，０００円 （単独受診 3,000円） 

   ※ 総合健診は日帰り人間ドック相当の健診です。 

     １時間程度で終わります。 
 

申込方法 ・受診希望前月までに組合まで連絡下さい。 

     ・受診月初旬に時間等記載のお便り送付します 

     ・当日、受診時間に会場へお越し下さい。 
 

そ の 他 ・この健診は、建設国保の補助事業のため補助は 

      １年１回のみとなり、年度中に人間ドック補助 

      を受けた方と２回目以降の補助は対象外です。 

 

 

 

 

日  程 会  場 

11月 20日 火 組合事務所 

12月 18日 火 組合事務所 

1月 16日 水 東御保健センター 

 24日 木 組合事務所 

25日 金 組合事務所 

2月 4日 月 丸子保健センター 

19日 火 組合事務所 

3月 18日 月 組合事務所 

19日 火 組合事務所 

 

 自己負担額 通常受診料 

総合健診 ２０００円 １３，６２０円 

特定健診 １０００円 １５，７８０円 

 

特定検診は４０歳以上の建設国保加入者（本人・扶養）すべての方が義務付けとなっています。 

必ず受診しましょう！ 

 

定期的に病院で検査をされている方も健診を受診して下さい。 

組合事務所に受診券がありますので、かかりつけの病院に持参して受診して頂くようお願いします。 

 

組合へ連絡下さい。受診券を発行しま

す。 


